
●当院の医療DX推進体制に関する事項●

① オンライン請求をおこなっています

② オンライン資格確認を行う体制を有しています。

③ オンライン資格確認システムにより取得した医療情報
を診察室で閲覧、活用できる体制を有しています。

④ マイナ保険証の利用を推進しています。

⑤ 電子処方箋を発行できる体制を有しています。

●明細書について●

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推
進していく観点から領収書の発行の際に、個別の診療報酬の
算定項目のわかる明細を無料発行しております。明細書の発
行を希望しない方は、会計の際にお申し出ください。

●生活習慣病の施設基準に係る院内掲示●

当院では、患者様の状態に応じ、２８日以上の長期の処方を行
うこと、リフィル処方箋を発行することのいずれも対応可能で
す。
なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が可能かの判断は医
師が行います。
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